
2A10 先端科学技術と 法的規制 
任命科学技術の 規制を中心め 

0 國 答 案 ( 核燃料サイクル 開発機構 ), 大山真来 ( 科技 G 科学技術政策研 )   

1. 科学技術と法 ( 科学技術法学 ) 

科学技術と社会との 関わりを研究の 対象とする人文・ 社会科学は、 多方面へと展開して 

おり、 次のような展開 何 が考えられる。 

表 l  STS の学問分野 

  

学問分野 研究内容の例 

科学技術史学 科学技術発展の 歴史 

科学技術の制度史   
科学技術哲学 科学理論の変遷 

科学技術思想 ( 情報化社会論等 )   
科学技術政策学 研究開発への 人材、 資金の配分 

研究評価   
科学技術社会学 科学者、 技術者集団の 構造 

科学技術に対する 社会意識   
科学技術法学 先端科学技術 ( 生命、 情報等 ) を巡る法的規制 

知的所有権 、 特許   
科学技術経済学 研究開発投資の 経済への波及効果 

新技術とべンチヤ 一企業   
科学技術政治学 科学技術を巡る 合意形成 

科学技術を巡る 国際政治   
科学技術倫理学 科学技術者の 社会的責任 

生命倫理、 情報倫理、 環境倫理   
その他 科学技術ジャーナリズム 等 

中島秀人「新しい 科学技術論としての STS 」科学見直し 叢書 4 「科学とは 

何だろうか」 P2 7 2 ( 木鐸 社 、 1 9 9 1) の表を参考に 作成 
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2. クローン技術の 適用と学問 ( 研究 ) の自由の限界 

①学問の自由の 定義 

学問研究の自由・ 成果発表の自由・ 教授の自由と 大学の自治から 構成。 

②学問研究の 自由を巡る事例 

学問研究の自由は、 憲法 23 条により保障され、 精神的自由の 一種であ ることから、 

その制限には 明白な正当性が 必要。 

戦前は人文・ 社会科学における 学問の統制、 戦後は教授の 自由や大学の 自治を巡り学 

説 、 判例があ るが、 近年は先端科学技術 ( 原子力、 遺伝子組換え 実験等 ) との関係で 

議論があ る。 

3. 生殖医療技術 

生殖医療技術の 扱いに関しては 欧米諸国でも 議論があ り、 下記のような 技術について 問 

題 提起。 

表 2  問題となりうる 生殖医療技術 

性 選択 

出生双診断 

人工授精 

体外受精 

代理母 

クローン 

キメラ・ハイプリッド 
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表 3  生殖医療技術に 関する各国の 法制度比較 

法令名 

性選択 

出生双診断 

  人工授精 

体外受精 

代理母 

クローン 

  キメラ・ハイフ " リグト 。 

  イギリス 

  人の受精 と胚 

研究に関する 

法律 

(1990 年 ) 

代理母契約法 

(1985 年 ) 

ドイツ 

胚 保護法 

(1990 年 ) 

規制なし   禁止 

規制なし   規制なし 

認可により 百 一定の制限あ 

@ 

認可により何人為的受精 禁 

止 

商業的代理母 禁止 

のみ禁止 

禁止 禁止 

禁止   禁止 

フランス 

生命倫理法 

(1994 年 ) 

連邦法なし   
規制なし   規制なし   

限定付きで 

認可 

生殖医療とし 

て 可 

商業、 産業目 

的の胚作成禁 

止 

禁止 

規制なし   

規制なし   

な
 

し
 

異
 

g
 

な
 

よ
 

制
 

 
 

 
 

規
 

州
る
 禁止 規制なし 

連邦資金提供 

の当面禁止 

禁止 

規制なし   

科技庁科学技術政策研究所 POL I CY  STUDY  NO.1  「先端科学技 

術と法的規制」、 三菱化学生命科学研究所 S t u d i e s NO.2  「先進 

諸国における 生殖技術への 対応」等を参考に 作成 
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5. 先端科学技術の 規制と合意形成手法 

規制に当たっては、 利害関係を持つ 人々との合意形成のための 努力が必要であ り、 科学 

技術に特有のプロセスが 必要と考えられる 場合も多い。 また、 教育、 リテラシ一など 共通 

的 基盤的な問題もあ る。 以下に試案を 提示する。 

表 4  先端科学技術の 規制・制限のあ り方に関する 検討 
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6. 科学技術分野別のアプローチ 

①生命科学技術 

研究そのものを 規制することが 必要と考えられている 分野であ り、 遺伝子組換え、 生 

殖 技術、 クローン、 ゲノム研究等を 巡る問題があ る。 脳死・臓器移植は 異質の問題。 

②情報科学技術 

研究成果の社会への 応用について 一定のルール 作りが求められている 分野であ り、 ネ 

ッ トワークの悪用によるプライバシー 侵害、 エンジニアの 責任等の間 題 があ る。 

③環境・地球科学技術 

研究成果の規制への 反映が期待されている 分野で、 研究成果が未確認な 段階で規制と 

い う 社会適用が求められる 分野で、 環境ホルモン、 温室効果ガス 等の問題があ る。 
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7. 規制の内部構造 

次の諸点の検討により 規制の全体構造が 浮上。 

①学問の自由 

研究段階の技術規制と 実用段階の技術規制の 差異。 

②規制の要件 

規制根拠に応じて、 規制の対象 ( 物 か行為 か ) と規制の態様の 限定が図られる。 

③規制の正当性 ( 法益 ) 

規制を正当化する 根拠の吟味 ( 刑法の場合であ れは「法益」 ) 。 

( 例 ) 危険性、 社会的秩序、 人間の尊厳、 身体の不可侵性、 生命発生の時点等。 

④研究者の法的責任 

専門家責任といえるか、 研究者特有の 権 利義務があ りえるか。 
⑤公序良俗と 医療行為基準 ( 法と 倫理 ) 

倫理的問題と 考えられている 事項の法的問題への 変化。 

8. 合意形成に必要な 当事者の分類パターン 

社会的な合意形成の 当事者について、 法的な検討も 視野に入れ、 下記のように 三分類 す 

ることを提案したい。 

図 1 

最終的な 

意志決定者 

ム 
第 1 類値接 的利害関係者 ) 

意 

形 
第 2 類 ( 間接的利害関係者 ) 

成 
・社会のあ り方に一定の 立場を持 

努 
つ人 

カ 
，市民 

第 3 類 ( 中立的関係者 ) 
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9. 分類別当事者の 性格 

三分類に対応する 具体的な当事者を、 生命科学技術分野を 念頭に摘出してみる。 

表 5  3 類型に対応する 具体的当事者 表 

第一類 ( 直接的な利害関係者 ) 

0 技術の被適用者 ( 患者、 家族な ど 

0 被験者 

0 将来世代 

0 研究者 (E 師 ) 

O 行政 

等 

第二 類 ( 間接的な利害関係者 ) 

0 社会のあ り方に一定の 立場を持っ人 ( 宗教団体なじ 

O 市民 

等 

第三 類 ( 利害関係に中立的な 関係者 ) 

0 直接の利害関係を 持たない研究者 

0 周辺の研究者 ( 生命倫理学者、 法学者等 ) 

0 仲介する専門家 ( コーディネータ 一 ) 

等 

一 404 一 


